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10
月
１
日
㊊
か
ら
、国
民
健
康
保
険
の
保

険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す
。現
在
の
保
険
証

の
有
効
期
限
は
、９
月
30
日
㊐
ま
で
で
す
。新

し
い
保
険
証
は
、９
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

　

９
月
14
日
㊎
ま
で
に
連
絡
を
す
る

役
場
保
険
年
金
課
・
邑
楽
町
公
民
館
・
長
柄
公

民
館
・
福
祉
セ
ン
タ
ー
寿
荘
・
ヤ
ン
グ
プ
ラ

ザ
・
町
立
図
書
館
・
保
健
セ
ン
タ
ー

　

役
場
保
険
年
金
課

Ｇ
47

－

５
0
２
0

　

町
で
は
、滞
納
処
分
で
差
し
押
さ
え
た
不

動
産
を
、県
や
他
の
市
町
と
合
同
入
札
方
式

に
よ
り
公
売（
売
却
）し
ま
す
。

　

11
月
14
日
㊌

　

午
後
１
時
〜
２
時

　

午
後
１
時
40
分
〜
２
時

　

午
後
２
時
〜
２
時
10
分

　

午
後
２
時
11
分
〜

　

県
太
田
合
同
庁
舎
会
議
用
庁
舎

２
階
２
０
２
会
議
室（
太
田
市
西
本
町
）

－

邑
楽
町
大
字
中
野
１
６
４
３

番
地
２（
土
地
）▽
宅
地
４
３
６
・
06
㎡

　

役
場
税
務
課
Ｇ
47

－

５
０
１
４

固
定
資
産
税
（
３
期
） 

 

10
月
１
日
㊊

国
民
健
康
保
険
税
（
３
期
）  

10
月
１
日
㊊

介
護
保
険
料
（
３
期
） 

 

10
月
１
日
㊊

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
３
期
） 

 

10
月
１
日
㊊

水
道
料
金
等
（
３
期
）  

９
月
28
日
㊎

　

９
月
26
日
㊌

　

午
後
１
時
〜
２
時

　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

５
人（
先
着
順
）

　

無
料

　

電
話
で
申
し
込
む

　

保
健
セ
ン
タ
ー

Ｇ
88

－

５
５
３
３

　

９
月
30
日
㊐

　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

　

こ
こ
ろ
の
病
気
や
不
安
、
悩
み
な

ど
の
あ
る
人
や
そ
の
家
族

　

精
神
科
医
師
な
ど
の
電
話
相
談

　

無
料
（
電
話
代
は
か
か
り
ま
す
）

Ｇ
０
２
７

－

２
９
０

－

２
９
２
０

　

県
こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー

Ｇ
０
２
７

－

２
６
３

－

１
１
６
６

　

９
月
10
日
㊊
〜
16
日
㊐

　
▽
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

▽
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

▼Ｇ
０
５
７
０

－

０
０
３

－

１
１
０

　

前
橋
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

Ｇ
０
２
７

－

２
２
１

－

４
４
６
６

　

10
月
１
日
㊊

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

５
人
（
先
着
順
）

　

電
話
で
申
し
込
む

　

９
月
24
日
㊊

　

町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
Ｇ
80

－

９
３
０
０

　

10
月
１
日
㊊

　

午
後
１
時
〜
４
時

　

役
場
３
階
大
会
議
室

12
人
（
予
約
制
・
先
着
順
）

　

電
話
で
申
し
込
む

　

役
場
住
民
課
Ｇ
47

－

５
０
１
７

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ
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10
月
６
日
㊏

　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

　

大
泉
町
文
化
む
ら（
大
泉
町
朝
日
）

　

直
接
会
場
に
来
場
す
る

　

群
馬
司
法
書
士
会
太
田
支
部

Ｇ
60

－

５
８
５
１

　

10
月
５
日
㊎

　

午
後
２
時
〜
６
時

※
受
付
は
午
後
５
時
30
分
ま
で
で
す
。

　

館
林
市
文
化
会
館（
館
林
市
城
町
）

　

直
接
会
場
に
来
場
す
る

　

館
林
調
停
協
会
（
館
林
簡
易
裁

判
所
内
）
Ｇ
72

－

３
０
１
１

Ｇ
♯
９
１
１
０http://w

w
w
.

police.pref.gunm
a.jp/

　

大
泉
警
察
署
Ｇ
62

－

０
１
１
０

　

10
月
４
日
㊍

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　

太
田
市
役
所
（
太
田
市
浜
町
）、

館
林
市
役
所
（
館
林
市
城
町
）

　

県
土
地
・
水
対
策
室

Ｇ
０
２
７

－

２
２
６

－

２
３
６
６

㈳
群
馬
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

Ｇ
０
２
７

－
２
４
３

－

３
０
７
７

10
月
１
日
㊊
〜
15
日
㊊

住
宅
に
困
窮
し
、
親
族
と
入
居
す
る
予
定
の

人
や
単
身
の
高
齢
者
・
障
害
の
あ
る
人

　

所
在
地
や
戸
数
、
家
賃
、
間

取
り
な
ど
は
募
集
案
内
を
参
照

県
住
宅
供
給
公
社
、
県
土
木
事
務
所
、
役
場

都
市
建
設
課

平
成
25
年
１
月
１
日
㊋

　

所
定
の
申
込
書
を
郵
送

　

県
住
宅
供
給
公
社

Ｇ
０
２
７

－

２
２
３

－

５
８
１
１

　

町
労
使
教
育
委
員
会
で
は
、
東
京
デ
ィ
ズ

ニ
ー
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
を
開
催
し
ま
す
。

　

10
月
13
日
㊏

　

午
前
６
時
30
分

　

役
場
南
側
駐
車
場

　

町
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
勤
労
者

と
そ
の
家
族
で
ツ
ア
ー
に
協
力
で
き
る
人

※
未
成
年
者
は
保
護
者
の
同
伴
が
必
要
。

　

80
人（
応
募
者
多
数
の
場
合
抽
選
）

 

8
、０
０
０
円

 

６
、０
０
０
円

 

5
、０
０
０
円

 

１
、０
０
０
円

　

所
定
の
申
込
用
紙
に
参
加
者

全
員
の
名
前
、
年
齢
、
住
所
、
電
話
番
号
と

勤
務
先
を
記
入
し
、
直
接
申
し
込
む

※
申
込
は
４
人
ま
で
で
す
。
参
加
費
の
支
払

い
方
法
は
、参
加
者
決
定
後
に
通
知
し
ま
す
。

　

９
月
18
日
㊋
（
必
着
）

※
受
付
は
、
役
場
開
庁
時
間
に
限
り
ま
す
。

　

役
場
産
業
振
興
課

Ｇ
47

－

５
０
２
６

経
営
指
導
員
研
修
生
・
若
干
名

　

昭
和
59
年
４
月
２
日
以
降
生

ま
れ
で
、
高
校
・
短
大
・
大
学
を
卒
業
し
試

験
要
領
の
条
件
に
該
当
す
る
人

※
大
学
卒
業
見
込
者
も
受
験
可
能
で
す
。

10
月
14
日
㊐
・
教
養
試
験
・
専
門
試
験
・
論

文
試
験
な
ど

県
商
工
連
会
館

（
前
橋
市
関
根
町
）

県
商
工
会
連
合
会
ま
た
は
、
町
商
工
会

※
申
込
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

http://w
w
w
.gcis.or.jp　

　

９
月
21
日
㊎
（
必
着
）

　

県
商
工
会
連
合
会

Ｇ
０
２
７

－

2
３
１

－

９
７
７
９

▶
㈫ ㈬ ㈭ ㈫ ㈬・

㈭ ㈫ ㈬ ㈭ ㈫
㈬ ㈭ ㈫ ㈬　　　　　   

▶
▶

▶
▶ Ｇ

▶

▶

▶

　Ｇ



12ORA  TOWN Public Relations

　

10
月
11
日
㊍

　

午
前
10
時
〜
正
午

　

子
供
の
も
り
公
園　

伊
勢
崎
ま
ゆ
ド
ー
ム（
伊
勢
崎
市
馬
見
塚
町
）

　

そ
こ
が
知
り
た
い
庭
木
の
剪せ

ん
て
い定

　

藤ふ
じ
う生

博
先
生
（
樹
木
医
）

　

40
人
（
先
着
順
）

　

無
料

　

電
話
で
申
し
込
む

　

９
月
24
日
㊊
午
前
８
時
30
分

県
緑
化
セ
ン
タ
ー

Ｇ
88

－

７
１
８
８

10
月
12
日
㊎

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

保
健
セ
ン
タ
ー

介
護
し
て
い
る
人
、介
護
経
験
者
、

介
護
に
関
心
の
あ
る
人

移
動
や
移
乗
の
介
助
方
法
な
ど
の

介
護
技
術
の
実
践

▼

20
人
（
先
着
順
）

▼

無
料

　

電
話
で
申
し
込
む

町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
Ｇ
80

－

９
３
０
０

▼

　

10
月
23
日
㊋

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

　

郷
谷
公
民
館（
館
林
市
当
郷
町
）

　
８
、５
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
含
む
）

　

11
月
18
日
㊐
・
午
前
９
時
〜

　
関
東
学
園
大
学（
太
田
市
藤
阿
久
町
）

　

５
、０
０
０
円

３
、４
０
０
円　

２
、７
０
０
円

　

10
月
１
日
㊊
〜
12
日
㊎

　

館
林
地
区
消
防
組
合

邑
楽
消
防
署
Ｇ
88

－

５
５
５
１

（
平
成
25
年
4
月
1
日
現
在
）

日
本
国
籍
を
持
つ
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
人

日
本
国
籍
を
持
つ
18
歳
以
上
24
歳
未
満
の
人

　

勢
多
会
館
（
前
橋
市
南
町
）

　

9
月
3
日
㊊
〜
10
月
1
日
㊊

11
月
10
日
㊏
・
11
日
㊐

10
月
27
日
㊏
・
28
日
㊐

10
月
20
日
㊏

　

http://w
w
w
.m
od.go.jp/

pco/gunm
a/

　

自
衛
隊
群
馬
地
方
協
力
本
部

太
田
出
張
所
Ｇ
45

－

５
５
６
３

　

９
月
21
日
㊎
〜
30
日
㊐
は
、
秋
の
全
国
交

通
安
全
運
動
期
間
で
す
。

「
事
故
の
な
い
群
馬
は
あ
な
た
の
注
意
か
ら
」

　

大
泉
警
察
署
Ｇ
62

－

０
１
１
０
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Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ

Ｇ Ｇ
Ｇ

Ｇ

Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ

Ｇ Ｇ
Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

▶
▶
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町
で
は
、
農
用
地
区
域
の
変
更
（
青
地
の

除
外
）
を
受
け
付
け
し
ま
す
。

　

９
月
14
日
㊎
〜
28
日
㊎

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
き
ま
す
。

　

午
前
８
時
30
分
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
５
時

　

役
場
産
業
振
興
課

Ｇ
47

－

５
０
２
７

　

８
月
分
の
電
気
料
金
か
ら
「
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
賦
課
金
」の
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
の
賦
課
金
に
は
、免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
電
気
を

使
用
す
る
建
物
、
設
備
に
損
害
を
受
け
た
人

８
月
分
〜
平
成
25
年
４
月

分
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
賦
課
金
な
ど

標
準
家
庭
で
８
０
０
円
程
度

（
87
円
×
９
か
月
）

　

東
京
電
力
㈱

※
詳
し
く
は
、
東
京
電
力
か
ら
の
通
知
ま
た

は
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
請
に
は
町
が

発
行
す
る
「
罹り

さ
い災
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

　

東
京
電
力
㈱
群
馬
カ
ス
タ
マ
ー

セ
ン
タ
ー
Ｇ
０
１
２
０

－

99

－

５
２
２
２

　

役
場
総
務
課

Ｇ
47

－
５
0
０
２

　

町
で
は
、
９
月
初
旬
ご
ろ
か
ら
石
打
町
営

住
宅
の
工
事
を
始
め
ま
す
。

　

近
隣
の
皆
様
に
は
、
工
事
の
た
め
の
大
型

車
両
の
通
行
な
ど
で
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

役
場
都
市
建
設
課

Ｇ
47

－

５
０
３
１

　

９
月
上
旬
か
ら
国
が
選
定
し
た
調
査
世
帯

に
調
査
員
が
伺
い
ま
す
。

　

10
月
１
日
現
在
の
国
民
の

就
業
・
不
就
業
の
状
態
を
調
査
す
る
も
の
で
、

雇
用
政
策
な
ど
の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め

　

役
場
企
画
課
Ｇ
47

－

５
０
１
０

▶
Ｇ

㈮

㈮

㈫

㈬

㈭

㈭

㈮

㈮

Ｇ

○○料金未納分訴訟最終通告書
訴訟番号 ( イ )408615-31 号

現在、貴殿は「○○料金未納分」に
ついて通信契約会社から「未だ連絡
がない状態」として民事訴訟による
訴状が提出されております。このま
ま連絡なき場合は・・・。

※万が一、身に覚えがない場合は
　早急にご連絡ください。

03-1234-56XX 平日 9：00 ～ 18：00

独立行政法人

〒123-45XX　東京都○○区 XXXX

裁判取り下げ最終期日
本所到達後３営業日以内

○○管理事務局
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